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六
月
定
例
会
の
主
な
内
容

　

第
一
回
（
六
月
）
定
例
会
は
、
六
月
十
一
日
に
招
集
さ
れ
、
六
月

二
十
八
日
ま
で
の
十
八
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
議
案
等
三
十
五
件
と

議
員
提
出
議
案
四
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
議
決
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
七
人
の
議
員
に
よ
っ
て
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
副
市
長

の
役
割
、
技
能
五
輪
国
際
大
会
、
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

一
般
質
問

副
市
長
の
役
割
は

問　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
合
わ
せ
、

本
市
に
お
い
て
も
、
本
年
度
か
ら
副
市

長
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
副
市
長
へ

の
権
限
移
譲
の
内
容
と
本
制
度
導
入
に

よ
る
効
果
は
。

答　

副
市
長
制
度
は
、
地
方
公
共
団
体

が
み
ず
か
ら
の
判
断
で
そ
の
定
数
を
定

め
る
と
と
も
に
、
長
の
補
佐
な
ど
従
来

の
助
役
の
職
務
に
加
え
、
重
要
な
政
策

の
調
査
や
企
画
等
へ
積
極
的
に
参
画
す

る
こ
と
な
ど
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
本
市
で
は
、
副
市
長
に
対
す
る
事

務
委
任
規
則
を
制
定
し
、
主
に
内
部
管

理
に
関
す
る
事
務
を
新
た
に
副
市
長
へ

委
任
す
る
と
と
も
に
、
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
副
市
長
の
決
裁
権
限
を
拡
大

す
る
な
ど
、
市
長
の
権
限
の
積
極
的
な

移
譲
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

副
市
長
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
積
極
的

な
政
策
立
案
、
事
務
執
行
の
迅
速
化
な

ど
、
よ
り
高
度
で
機
能
的
な
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
実
現
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

沼
津
市
行
政
改
革
プ
ラ
ン
の�

�

進
捗
状
況
は

問　

行
政
改
革
推
進
の
た
め
、
平
成

十
八
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
沼
津
市
行

政
改
革
プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況
は
。

答　

本
プ
ラ
ン
は
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
カ
年
を
計
画

期
間
と
し
て
お
り
、
事
務
事
業
の
見
直

し
を
初
め
と
す
る
三
十
九
項
目
六
十
七

件
の
改
革
を
計
画
し
て
い
る
。
平
成

十
八
年
度
は
、
公
用
車
集
中
管
理
業

務
の
臨
時
職
員
化
な
ど
、
九
件
の
改

革
が
完
了
し
、
目
標
数
値
を
上
回
る

二
億
五
千
八
百
七
十
八
万
四
千
円
の
節

減
効
果
を
上
げ
た
。
今
後
も
、
引
き
続

き
本
プ
ラ
ン
の
適
正
な
進
行
管
理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。
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管
理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。

ぬ ま づ 議 会 だ よ り

�

六
月
定
例
会
の
主
な
内
容

　

第
一
回
（
六
月
）
定
例
会
は
、
六
月
十
一
日
に
招
集
さ
れ
、
六
月

二
十
八
日
ま
で
の
十
八
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
議
案
等
三
十
五
件
と

議
員
提
出
議
案
四
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
議
決
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
七
人
の
議
員
に
よ
っ
て
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
副
市
長

の
役
割
、
技
能
五
輪
国
際
大
会
、
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

一
般
質
問

副
市
長
の
役
割
は

問　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
合
わ
せ
、

本
市
に
お
い
て
も
、
本
年
度
か
ら
副
市

長
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
副
市
長
へ

の
権
限
移
譲
の
内
容
と
本
制
度
導
入
に

よ
る
効
果
は
。

答　

副
市
長
制
度
は
、
地
方
公
共
団
体

が
み
ず
か
ら
の
判
断
で
そ
の
定
数
を
定

め
る
と
と
も
に
、
長
の
補
佐
な
ど
従
来

の
助
役
の
職
務
に
加
え
、
重
要
な
政
策

の
調
査
や
企
画
等
へ
積
極
的
に
参
画
す

る
こ
と
な
ど
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
本
市
で
は
、
副
市
長
に
対
す
る
事

務
委
任
規
則
を
制
定
し
、
主
に
内
部
管

理
に
関
す
る
事
務
を
新
た
に
副
市
長
へ

委
任
す
る
と
と
も
に
、
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
副
市
長
の
決
裁
権
限
を
拡
大

す
る
な
ど
、
市
長
の
権
限
の
積
極
的
な

移
譲
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

副
市
長
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
積
極
的

な
政
策
立
案
、
事
務
執
行
の
迅
速
化
な

ど
、
よ
り
高
度
で
機
能
的
な
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
実
現
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

沼
津
市
行
政
改
革
プ
ラ
ン
の�

�
進
捗
状
況
は

問　

行
政
改
革
推
進
の
た
め
、
平
成

十
八
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
沼
津
市
行

政
改
革
プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況
は
。

答　

本
プ
ラ
ン
は
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
カ
年
を
計
画

期
間
と
し
て
お
り
、
事
務
事
業
の
見
直

し
を
初
め
と
す
る
三
十
九
項
目
六
十
七

件
の
改
革
を
計
画
し
て
い
る
。
平
成

十
八
年
度
は
、
公
用
車
集
中
管
理
業

務
の
臨
時
職
員
化
な
ど
、
九
件
の
改

革
が
完
了
し
、
目
標
数
値
を
上
回
る

二
億
五
千
八
百
七
十
八
万
四
千
円
の
節

減
効
果
を
上
げ
た
。
今
後
も
、
引
き
続

き
本
プ
ラ
ン
の
適
正
な
進
行
管
理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。

大
手
町
地
区
第
一
種
市
街
地�

�
再
開
発
事
業
の
目
的
は

問　

①
大
手
町
地
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
の
目
的
は
。
②
清
水
町
、
富

士
市
へ
の
大
型
店
が
出
店
す
る
中
、
大

手
町
地
区
再
開
発
ビ
ル
の
商
業
施
設
の

集
客
の
見
込
み
は
。

答　

①
本
事
業
は
、
沼
津
駅
南
口
駅
前

広
場
や
都
市
計
画
道
路
三
枚
橋
錦
町
線

の
拡
幅
な
ど
、
買
収
方
式
で
は
困
難
な

都
市
基
盤
の
整
備
改
善
を
行
う
と
と
も

に
、
老
朽
化
し
た
建
築
物
か
ら
災
害
に

強
い
共
同
建
築
物
へ
の
建
て
か
え
を
行

う
た
め
市
施
行
で
実
施
し
て
い
る
。
再

開
発
ビ
ル
は
、
多
彩
で
専
門
性
に

富
ん
だ
テ
ナ
ン
ト
で
構
成
す
る
新

し
い
集
客
施
設
の
創
設
に
よ
り
、

人
の
流
れ
や
経
済
活
動
が
活
発
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
住

宅
を
配
置
す
る
こ
と
で
中
心
市
街

地
に
お
け
る
定
住
人
口
の
増
加
や

消
費
等
の
拡
大
が
図
ら
れ
、
Ｊ
Ｒ

沼
津
駅
に
近
接
し
た
二
十
四
時
間

利
用
で
き
る
大
規
模
な
駐
車
場
を

配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の

人
が
利
用
で
き
る
施
設
と
な
る
と

認
識
し
て
い
る
。
②
再
開
発
ビ
ル

の
商
業
施
設
は
、
広
域
的
な
交
通

結
節
点
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
沼
津
駅
前
と

い
う
立
地
条
件
と
と
も
に
、
集
客

性
の
高
い
魅
力
あ
る
テ
ナ
ン
ト
構

ど
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め

の
施
策
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
は
、
市
民
、
市
議
会
に
お
い
て
も
十

分
な
議
論
が
行
わ
れ
た
上
で
、
本
市
の

重
要
事
業
と
し
て
進
め
て
き
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
鉄
道
高
架
事
業
等
の
都
市

計
画
を
見
直
す
考
え
は
な
い
。

沼
津
駅
周
辺�

�

総
合
整
備
基
金
の
内
容
は

問　

沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
に
要
す
る

経
費
に
充
て
る
た
め
設
け
ら
れ
た
沼
津

駅
周
辺
総
合
整
備
基
金
に
つ
い
て
、
①

本
基
金
を
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計
及

び
市
街
地
再
開
発
事
業
特
別
会
計
に
貸

し
付
け
る
理
由
は
。
②
平
成
十
八
年
度

決
算
額
で
は
、
本
基
金
の
貸
付
金
は
約

百
三
十
二
億
円
で
あ
る
が
、
こ
の
貸
付

金
が
返
済
さ
れ
る
時
期
は
。

答　

①
本
基
金
は
、
沼
津
駅
周
辺
総
合

整
備
基
金
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
沼

津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
の
促
進
用
地

取
得
等
の
た
め
、
土
地
取
得
事
業
特
別

会
計
及
び
市
街
地
再
開
発
事
業
特
別
会

計
に
無
利
子
で
貸
し
付
け
を
行
っ
て
い

る
。
②
本
基
金
の
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、

沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
の
進
捗
に

あ
わ
せ
、
事
業
完
了
ま
で
に
、
順
次
返

済
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

▲平成２0年 3 月にオープンする再開発ビル「イーラde」

▲都市基盤の整備が進むJR沼津駅周辺（平成19年 1 月撮影）

ば
ず
一
律
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
都

市
基
盤
整
備
や
産
業
・
文
化
振
興
な
ど

の
都
市
づ
く
り
の
努
力
次
第
で
、
大
き

な
差
が
出
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
何
ら
政
策
の
展

開
を
せ
ず
に
都
市
の
衰
退
を
待
つ
こ
と

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

今
後
の
都
市
づ
く
り
に
お
い
て
、
ま
ち

づ
く
り
三
法
の
改
正
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
国
で
は
、
中
心
市
街
地
の
役
割
を

重
要
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、

本
市
に
お
い
て
は
、
国
・
県
の
支
援
を

受
け
、
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
な

成
や
周
辺
商
店
街
と
の
連
携
な
ど
に
よ

り
、
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

鉄
道
高
架
事
業
等
の�

�

都
市
計
画
を
見
直
す
考
え
は

問　

我
が
国
の
人
口
は
減
少
期
に
入
っ

て
い
る
が
、
二
十
年
後
の
労
働
力
人
口

の
減
少
を
勘
案
し
た
経
済
状
況
、
交
通

状
況
を
予
測
し
、
鉄
道
高
架
事
業
等
の

都
市
計
画
を
見
直
す
考
え
は
。

答　

人
口
減
少
は
、
場
所
や
地
域
を
選




